
今
、
正
使
正
議
大
夫
鄭
玖

・
使
者
馬
沙
皆

・
通
事
鄭
昊
等
を
遣
わ
し
、
信
字

号
海
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
磁
器
等
の
物
を
装
載
し
、
暹
羅
等
の
国
の
出
産
の

地
面
に
前
往
し
て
両
平
に
胡
椒

・
蘇
木
等
の
貨
を
収
買
せ
し
む
。
回
国
し
て

応
に
大
明
天
朝
に
進
貢
す
る
に
備
う
べ
し
。

所
拠
り
て
今
差
去
す
る
人
員
は
、
別
に
文
憑
無
く
ば
誠
に
所
在
の
官
司
の

盤
阻
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
王
府
、
除
外
に
今
、
玄
字

一
百
七
十
五
号

半
印
勘
合
執
照
を
給
し
て
正
使
鄭
玖
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。

如
し
経
過
の
関
津
把
隘

の
去
処
及
び
沿
海
巡
哨
の
官
軍
の
験
実
に
遇
わ
ば
、

即
便
に
放
行
し
、
留
難
し
て
因

っ
て
遅
?

し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋

れ
。
所
有
の
執
照
は
須
ら
く
出
給
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

正
使
正
議
大
夫

一
員
　
鄭
玖

副
使

一
員
　
馬
沙
皆

又
、
副
使

一
員
　

梁
?

都
通
事

一
員
　
鄭
昊

副
通
事

一
員
　
梁
俊

管
船
直
庫
　
烏
是

梢
水
共
に

一
百
五
十
名

正
徳
四
年

(
一
五
〇
九
)
十
月
初
九
日

右
の
執
照
は
正
使
正
議
大
夫
鄭
玖

・
都
通
事
鄭
昊
等
に
付
し
、
此
れ
に

准
ぜ
し
む

進
貢
等
の

事

執
照

注

*
同
年
月

の
安
南
国
あ
て
の
執
照
が
あ
り
、

〔四
二
-〇
五
〕
総
注
を
参
照
。

1-42-05

琉
球
国
中
山
王
の
、
鄭
玖
等
を
安
南
国

へ
遣
わ
す
執
照

(
一
五
〇
九
、

一
〇
、
九
)

琉
球
国
中
山
王
、
礼
儀
を
奉
謝
す
る
事
の
為
に
す
。

今
、
特
に
正
使
正
議
大
夫
鄭
玖

・
副
使
馬
沙
皆

・
通
事
鄭
昊
等
を
遣
わ
し
、

咨
文

一
道
を
齎
捧
し
、
及
び
信
字
号
海
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
硫
黄

一
万
斤
、

鍍
金
銅
結
束
青
皮
兼
線
穿
鉄
甲

一
付

・
金
結
束
金
竜
?
黒
漆
鞘
腰
刀
二
把

・

金
結
束
兼
鍍
金
事
件
腰
刀
六
把

・
鍍
金
結
束
螺
鈿
?
紅
漆
鞘
?

刀
二
把

・
鍍

金
銅
結
束
螺
鈿
?

黒
漆
鞘
鎗
二
把

・
桑
木
弓
四
張

・
貼
金
竿
鷹
毛
?
箭

一
百

二
十
茎

・
各
色
嫩
夏
布

一
百
匹

・
生
鉄
二
千
斤
を
装
載
し
、
安
南
国
に
赴
き

万
寿
大
王
殿
下

に
進
謝
せ
し
む
。

所
拠
り
て
今
差
去
す
る
人
員
は
、
別
に
文
憑
無
く
ば
誠
に
所
在
の
官
司
の

盤
阻
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
王
府
、
除
外
に
今
、
玄
字

一
百
七
十
六
号

半
印
勘
合
執
照
を
給
し
て
正
使
正
議
大
夫
鄭
玖
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去

せ
し
む
。
如
し
経
過
の
関
津
把
隘

の
去
処
及
び
沿
海
巡
哨

の
官
軍
の
験
実
に

遇
わ
ば
、
即
便

に
放
行
し
、
留
難
し
て
因

っ
て
遅
?
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得

し
む
る
毋
れ
。
所
有
の
執
照
は
須
ら
く
出
給
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

正
使
正
議
大
夫

一
員
　
鄭
玖



副
使
二
員
　
馬
沙
皆

梁
?

都
通
事

一
員
　
鄭
昊

副
通
事
　
梁
俊

管
船
直
庫

・
火
長
二
名
　
高
義

・
鳥
是

梢
水
共
に

一
百
三
十
名

正
徳
四
年

(
一
五
〇
九
)
十
月
九
日

右
の
執
照
は
正
使
正
議
大
夫
鄭
玖

・
通
事
鄭
昊
等
に
付
し
、
此
れ
に

准
ぜ
し
む

執
照

注
*
暹
羅
あ
て
の

〔四
二
-〇
四
〕
と
、
本
文
書
と
は
年
月
日
、
使
者
等

の
名
前
が

同
じ
で
船
も
信
字
号
で
あ
り
、
半
印
勘
合
執
照
は
そ
れ
ぞ
れ
玄
字

一
百
七
十

五
号
と
玄
字

一
百
七
十
六
号
で
あ
る
。

一
隻

の
船
に
対
し
て
暹
羅
と
安
南
む

け
の
二
通
の
執
照
が
発
行
さ
れ
た
珍
し

い
例

で
あ
ろ
う
。

(1
)
安
南
国

ベ
ト
ナ
ム
の

(後
)
黎
朝

(
一
四
二
八
-

一
七
八
九
年
)
。
明

の
支
配
を
脱
し
て
独
立
し
た
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
第
五
代
聖
宗

(
一
四
六

〇
-

九
七
年
)
の
と
き
最
盛
期
を
迎
え
、
諸
制
度
を
整
え
た
ほ
か
、

一

四
七

一
年
に
は
親
征
に
よ
り
南
接

す
る
チ
ャ
ン
パ
の
領
土
の
大
部
分
を

奪
取
し
た
。
し
か
し
十
六
世
紀
に
入

っ
て
帝
位
の
承
継
の
複
雑
な
事
情

や
各
地
に
頻
発
す
る
内
乱
が
あ
り
、
や
が
て

一
五
二
七
年
-

三
二
年
に

い
た
る
莫
登
庸

の
纂
奪
の
時
期
と
な
る
。
本
文
書
発
出
の

一
五
〇
九
年

は
八
代
め
の
威
穆
帝
が
自
殺
し
た
年
で
あ
る
。
『歴
代
宝
案
』
に
残
る
安

南
あ
て
の
文
書
は
本
文
書

一
通
の
み
で
あ
る
。
文
書
の
内
容
か
ら
み
て
、

こ
れ
以
前
に
何
か
事
件
が
あ

っ
て
(た
と
え
ば
海
難
事
故

の
救
助
な
ど
)

琉
球
か
ら
の
謝
恩
の
派
船

の
お
り
の
執
照
で
は
な

い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

ト
メ

・
ピ
レ
ス

『東
方
諸
国
記
』

に
は
、
当
時

の
ベ
ト
ナ
ム
で
珍
重

さ
れ
る
商
品
の
筆
頭
は
硫
黄
で
あ
る

(
二
二
九
頁
)
と
あ
り
、
本
文
書

に
あ
る
硫
黄

一
万
斤
の
進
物

は
当
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
中
の

万
寿
大
王
と
は
、
は
た
し
て
ハ
ノ
イ
に
い
る
威
穆
帝
を
さ
す
の
で
あ
ろ

う
か
、
ま
た

一
五
〇
九
年

の
琉
球
船
が
入

っ
た
港
と
は
ど
こ
で
あ
ろ
う

か
。ベ

ト
ナ
ム
は
李
朝

(
一
〇
〇
九
-

一
二
二
四
年
)

の
昔
よ
り
鎖
国
的

政
策
を
と
り
、
中
国
人
を
含
め
諸
外
国
人
の
自
由
な
入
国
を
許
さ
ず
、

特
定
の
場
所
以
外
で
の
貿
易
を
禁
止
し
て
い
た
。
李
朝
時
代
よ
り
黎
朝

前
期
に
か
け
て
長
ら
く
ベ
ト
ナ
ム
の
指
定
貿
易
港
で
あ

っ
た
の
は
ハ
イ

フ
ォ
ン
の
東
方

の
雲
海
島

に
あ
る
雲
屯
で
あ
る

(山
本
達
郎

「安
南

の

貿
易
港
雲
屯
」
『東
方
学
報
』
東
京
第
八
冊
、
一
九
三
九
年
、
二
八
七
-

九

頁
。
藤
原
利

一
郎

「
ベ
ト
ナ
ム
と
明
と
の
私
貿
易
及
び
華
僑

の
問
題
」

山
本
達
郎
編

『
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史
」
所
収
、

一
九
七
五
年
、
第
五

章
第
五
節
)
。鎖
国
政
策
は
海
上
の
非
合
法
活
動
と
沿
海
の
政
情
不
安
を

促
し
た
。

一
方
、
黎
朝
の
衰
退
後
、
南
部
地
方
の
発
展
と
と
も
に
海
上

交
通
は
隆
盛
の
時
期
を
む
か
え
る
。
十
六
世
紀
後
半
よ
り
国
際
的
な

ハ

ブ
港
と
な

っ
た
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
ホ
イ
ア
ン

(フ
ェ
フ
ォ
、
広
南
港
)

は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
広
南

に
阮
氏
が
勢
力
を
確
立
し
て
の
ち
、

阮
?

(
一
五
五
八
-

一
六

一
二
年
)
の
積
極
的
な
貿
易
政
策
の
結
果
、

新
興
し
た
港
で
あ
る
。
年
代
的
に
み
て
本
文
書

の
琉
球
船
が
入

っ
た
の

は
ト
ン
キ
ン
湾

の
い
ず
れ
か
の
港
と
想
定
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ

る
が
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
。


